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住
宅
ロ
ー
ン
の
種
類　

説
明

の
ポ
イ
ン
ト

⑴　

全
期
間
固
定
金
利
／
選
択
期

間
固
定
金
利
～
変
動
金
利
の
違

い

　

住
宅
ロ
ー
ン
の
金
利
タ
イ
プ
は
、

全
期
間
固
定
金
利
型
・
選
択
期
間

固
定
金
利
型
・
変
動
金
利
型
と
異

な
る
。
最
も
利
用
さ
れ
て
い
る
の

が
変
動
金
利
型
の
7
6
.
９
％

（
住
宅
金
融
支
援
機
構
２
０
２
４

年
４
月
）
で
、
金
利
の
推
移
は
図

表
１
を
参
照
さ
れ
た
い
。
以
下
、

顧
客
説
明
時
の
参
考
に
さ
れ
た
い
。

①　

全
期
間
固
定
金
利
型

　

全
期
間
固
定
金
利
型
は
、
借
入

期
間
中
の
金
利
が
契
約
時
に
決
め

ら
れ
、
そ
の
後
変
更
さ
れ
な
い
タ

イ
プ
で
あ
る
。
代
表
的
な
商
品
に

フ
ラ
ッ
ト
35
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
メ
リ
ッ
ト
】
将
来
の
返
済
額
が

借
入
時
に
確
定
す
る
た
め
、
長
期

間
に
亘
る
家
計
の
見
通
し
が
立
て

や
す
い
、
ロ
ー
ン
を
借
り
て
い
る

間
に
市
場
金
利
が
上
昇
し
た
と
し

て
も
金
利
上
昇

へ
の
リ
ス
ク
ヘ

ッ
ジ
が
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。

【
デ
メ
リ
ッ
ト
】

初
期
の
金
利
が

変
動
金
利
型
や

全
期
間
固
定
金

利
型
に
比
べ
て

高
め
に
設
定
さ

れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
。
市
場

金
利
が
下
が
っ

た
場
合
は
不
利

に
な
っ
て
し
ま

う
。
将
来
に
亘

り
低
金
利
の
ま

ま
で
は
変
動
金

利
型
に
比
べ
て
支
払
利
息
が
増
え

る
。

【
利
用
に
向
い
て
い
る
人
】

 
・
堅
実
な
収
入
が
毎
月
あ
る
人

 
・
毎
月
の
住
居
費
を
完
済
ま
で
確

定
し
た
い
人

 

・
金
利
な
ど
の
情
勢
に
目
を
向
け

る
時
間
が
な
い
忙
し
い
人

 

・
心
配
性
な
性
格
で
、
金
利
の
動

き
に
不
安
や
ス
ト
レ
ス
を
感
じ

や
す
い
人

②　

選
択
期
間
固
定
金
利
型

　

選
択
期
間
固
定
金
利
型
は
、
当

初
か
ら
２
年
、
５
年
、
10
年
、
15

年
な
ど
特
定
期
間
だ
け
金
利
を
固

定
さ
れ
、
固
定
期
間
終
了
後
は
手

1

出典：住宅金融支援機構

図表１　固定金利の推移

株式会社九州FP事務所　代表取締役　藏前　雅之

　住宅は人生の中で最も大きな買い物でありながら、その機会は一度限りという
人がほとんどだろう。購入の知識や経験が乏しいまま住宅ローンを組むことは、
人生設計を大きく左右する。ましてや、金利上昇局面にあり、商品の選び方も困
難になりつつある。本稿では、住宅ローンの仕組みを紹介し、住宅ローンの借り
換えのメリット・デメリットを紹介する。

金利上昇局面で気にしたい
住宅ローンの説明・相談
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続
き
を
何
も
し
な
い
と
変
動
金
利

に
移
行
す
る
か
、
も
し
く
は
再
度

固
定
金
利
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

【
メ
リ
ッ
ト
】
固
定
金
利
期
間
中

は
返
済
額
が
安
定
す
る
た
め
、
家

計
の
管
理
が
し
や
す
い
。
ま
た
、

固
定
金
利
期
間
終
了
時
に
市
場
金

利
を
見
て
有
利
な
条
件
を
選
べ
る

柔
軟
性
が
あ
る
、
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン

に
合
わ
せ
て
期
間
を
選
択
で
き
る
。

【
デ
メ
リ
ッ
ト
】
固
定
期
間
終
了

後
に
金
利
が
変
動
す
る
リ
ス
ク
が

あ
る
。
ま
た
、
選
択
す
る
固
定
期

間
が
長
い
ほ
ど
初
期
金
利
が
高
く

な
る
傾
向
が
あ
る
。
変
動
金
利
に

移
行
後
の
５
年
間
ル
ー
ル
、
１
２

５
％
ル
ー
ル
（
後
述
）
が
な
い
金

融
機
関
の
方
は
注
意
さ
れ
た
い
。

【
利
用
に
向
い
て
い
る
人
】

 

・
当
面
は
教
育
費
な
ど
の
出
費
が

重
な
り
、
返
済
額
を
抑
え
て
そ

の
間
の
金
利
変
動
リ
ス
ク
は
避

け
た
い
人

 

・
一
定
期
間
過
ぎ
た
ら
、
妻
が
働

く
な
ど
収
入
ア
ッ
プ
の
予
定
が

あ
る
人

 

・
今
は
自
動
車
ロ
ー
ン
が
あ
る

が
、
完
済
す
れ
ば
家
計
に
余
裕

が
あ
る
人

③　

変
動
金
利
型

　

借
入
期
間
中
の
金
利
が
、
政
策

金
利
（
短
期
プ
ラ
イ
ム
レ
ー
ト
）

に
伴
っ
て
変
動
す
る
住
宅
ロ
ー
ン

で
あ
る
。
金
利
は
通
常
半
年
ご
と

に
見
直
さ
れ
る
。
金
利
の
変
動
に

よ
り
返
済
額
は
増
減
す
る
タ
イ
プ

で
あ
る
が
、
元
利
均
等
返
済
の
場

合
は
通
常
５
年
毎
に
返
済
金
額
が

見
直
さ
れ
る
５
年
ル
ー
ル
が
あ
る
。

ま
た
、
返
済
額
が
増
え
て
も
従
来

の
返
済
金
額
の
１
・
25
倍
以
内
と

い
う
１
２
５
％
ル
ー
ル
が
あ
る
。

【
メ
リ
ッ
ト
】
初
期
金
利
が
他
の

金
利
タ
イ
プ
に
比
べ
て
低
い
傾
向

が
あ
り
、
短
期
で
返
済
を
終
え
る

場
合
に
は
有
利
で
あ
る
。
ま
た
、

支
払
額
に
激
変
緩
和
措
置
が
設
け

ら
れ
て
い
る
た
め
、
金
利
が
上
昇

し
た
と
し
て
も
す
ぐ
に
返
済
額
が

上
昇
す
る
こ
と
は
な
い
。

【
デ
メ
リ
ッ
ト
】
金
利
が
上
昇
す

る
と
返
済
額
が
増
加
す
る
リ
ス
ク

が
あ
る
。
長
期
借
入
に
は
向
か
な

い
場
合
も
あ
る
。
総
返
済
額
が
確

定
し
な
い
の
で
、
長
期
的
な
資
金

計
画
や
返
済
計
画
が
立
て
に
く
い
。

【
利
用
に
向
い
て
い
る
人
】

 

・
自
営
業
、
ま
た
は
収
入
を
自
分

で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
人

 

・
金
利
上
昇
に
も
対
応
で
き
る
よ

う
な
家
計
に
余
裕
が
あ
る
人

 

・
妻
が
働
く
な
ど
、
家
計
収
入
が

増
え
る
予
定
が
あ
る
人

 

・
教
育
費
な
ど
今
後
大
き
な
支
出

が
な
い
人

 

・
経
済
雑
誌
や
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
を

見
て
金
利
動
向
を
予
測
す
る
な

ど
で
き
る
人

　

こ
の
よ
う
に
各
金
利
タ
イ
プ
に

は
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
が
存

在
す
る
。
自
分
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン

や
リ
ス
ク
許
容
度
に
応
じ
て
、
最

適
な
金
利
タ
イ
プ
を
選
択
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

⑵　

変
動
金
利
の
５
年
間
ル
ー

ル
・
１
２
５
％
ル
ー
ル
の
説
明

　

変
動
金
利
型
借
入
希
望
者
に
説

明
す
る
５
年
間
ル
ー
ル
・
１
２
５

％
ル
ー
ル
は
、
金
利
が
変
動
す
る

中
で
急
激
な
返
済
額
の
増
加
を
防

ぐ
た
め
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。

①　

急
激
な
負
担
を
抑
え
る
５
年

間
ル
ー
ル

　

５
年
間
ル
ー
ル
と
は
、
住
宅
ロ

ー
ン
の
変
動
金
利
型
に
お
い
て
、

金
利
が
変
動
し
て
も
５
年
間
は
返

済
額
が
据
え
置
か
れ
る
と
い
う
ル

ー
ル
で
あ
る
。
金
利
変
動
に
よ
る

返
済
額
の
急
激
な
増
加
を
抑
え
る

仕
組
み
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。

が
、
金
利
上
昇
分
が
元
本
や
利
息

に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
を
留

意
し
説
明
さ
れ
た
い
。

【
メ
リ
ッ
ト
】

ア
．
返
済
額
の
安
定

　
　

金
利
が
上
昇
し
て
も
５
年
間

は
返
済
額
が
変
わ
ら
な
い
た
め
、

家
計
の
収
支
が
安
定
す
る
。
特

に
、
金
利
が
頻
繁
に
変
動
す
る

局
面
で
は
、
心
理
的
な
安
心
感

を
得
ら
れ
る
。

イ
．
家
計
管
理
が
し
や
す
い

　
　

５
年
間
返
済
額
が
一
定
で
あ

図表２　金融機関全体の実績
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る
た
め
、
長
期
的
な
家
計
計
画

を
立
て
や
す
い
。
ま
た
、
他
の

支
出
や
貯
蓄
計
画
と
の
バ
ラ
ン

ス
が
と
り
や
す
く
な
る
。

ウ
．
短
期
間
の
金
利
上
昇
リ
ス
ク

を
回
避

　
　

一
時
的
な
金
利
上
昇
局
面
で

返
済
額
が
変
動
し
な
い
た
め
、

そ
の
間
に
家
計
を
立
て
直
す
資

金
を
準
備
す
る
猶
予
が
得
ら
れ

る
。

エ
．
長
期
金
利
が
安
定
し
て
い
る

場
合
に
有
利

　
　

５
年
間
、
金
利
が
元
の
水
準

に
戻
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
、

こ
の
ル
ー
ル
に
よ
り
短
期
的
な

金
利
変
動
の
影
響
を
抑
え
ら
れ

る
。

オ
．
将
来
に
向
け
て
の
資
金
準
備

に
有
利

　
　

金
利
が
上
昇
し
て
も
５
年
間

は
返
済
額
が
固
定
さ
れ
て
い
る

た
め
、
将
来
に
向
け
て
貯
蓄
、

投
資
に
充
て
る
余
裕
が
確
保
さ

れ
る
。

【
デ
メ
リ
ッ
ト
】

ア
．
未
払
い
利
息
（
元
利
不
足
）

発
生
の
リ
ス
ク

　
　

金
利
上
昇
に
よ
っ
て
利
息
額

が
返
済
額
を
上
回
る
場
合
、「
未

払
い
利
息
」
が
発
生
す
る
。
未

払
い
利
息
は
元
本
に
加
算
さ
れ
、

次
回
見
直
し
時
に
返
済
負
担
が

大
幅
に
増
加
す
る
可
能
性
が
あ

る
。

イ
．
元
本
の
減
少
が
遅
れ
る

　
　

５
年
間
返
済
額
が
据
え
置
か

れ
る
た
め
、
金
利
上
昇
時
に
は

元
本
の
返
済
が
進
ま
ず
、
総
返

済
額
が
増
加
す
る
リ
ス
ク
が
あ

る
。

ウ
．
５
年
後
の
返
済
負
担
の
急
増

　
　

次
回
の
見
直
し
時
に
、
金
利

変
動
分
が
一
気
に
反
映
さ
れ
、

返
済
額
が
大
幅
に
増
加
す
る
可

能
性
が
あ
る
。
こ
の
時
、
１
２

５
％
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
が
、

そ
れ
で
も
負
担
が
大
き
く
な
る

可
能
性
が
あ
る
。

エ
．
長
期
的
な
返
済
リ
ス
ク
増
大

　
　

短
期
的
に
は
安
定
す
る
が
、

金
利
上
昇
が
長
期
化
す
る
場
合
、

５
年
ご
と
に
負
担
が
増
加
し
続

け
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。

オ
．
借
入
期
間
の
延
長

　
　

金
利
上
昇
で
元
本
が
減
ら
な

い
場
合
、
借
入
期
間
延
長
か
、

最
終
的
に
一
括
返
済
を
求
め
ら

れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。

カ
．
経
済
状
況
や
家
計
へ
の
過
信

　
　
「
５
年
間
は
安
心
」
と
誤
解

し
、
金
利
上
昇
後
の
負
担
増
加

を
過
小
評
価
し
て
し
ま
う
場
合

が
あ
る
。

（
具
体
例
）

●
仮
定
条
件

借
入
額
：
３
０
０
０
万
円

返
済
期
間
：
35
年

金
利
：
当
初
１
・
０
％
、
そ
の
後

３
・
０
％
に
上
昇

５
年
間
の
返
済
額
（
据
え
置
き
）

１
・
０
％
時
の
返
済
額
（
元
利
均

等
）：
約
８
万
５
０
０
０
円
／
月

金
利
３
・
０
％
に
上
昇
し
て
も
、

５
年
間
は
約
８
万
５
０
０
０
円
／

月
の
ま
ま
。

５
年
後
の
返
済
額
（
未
払
い
利
息

加
算
後
）

　

返
済
額
が
急
増
し
、
次
回
の
見

直
し
時
に
は
約
10
万
６
２
５
０
円

／
月
（
１
２
５
％
ル
ー
ル
適
用
で

最
大
額
）
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

②　

返
済
額
増
加
を
緩
和
す
る
１

２
５
％
ル
ー
ル

　

１
２
５
％
ル
ー
ル
は
、
日
本
の

住
宅
ロ
ー
ン
の
変
動
金
利
に
お
け

る
返
済
額
増
加
を
緩
和
す
る
仕
組

み
の
ひ
と
つ
で
、
借
主
が
金
利
上

昇
時
に
急
激
な
返
済
負
担
増
加
に

直
面
し
な
い
よ
う
設
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
ル
ー
ル
で
は
、
返
済
額

の
増
加
幅
が
、
直
前
の
返
済
額
の

１
２
５
％
以
内
に
制
限
さ
れ
る
こ

と
に
留
意
し
説
明
さ
れ
た
い
。

【
メ
リ
ッ
ト
】

ア
．
返
済
額
急
増
を
抑
制
で
き
る

　
　

金
利
が
大
幅
に
上
昇
し
て
も
、

返
済
額
が
前
回
の
1
・
25
倍
ま

で
に
抑
え
ら
れ
る
た
め
、
家
計

へ
の
急
な
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
。

イ
．
金
利
上
昇
期
で
も
生
活
費
の

　

安
定
が
保
て
る
。
家
計
の
予

算
管
理
が
容
易
に
な
る
た
め
、
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金
利
上
昇
時
で
も
生
活
水
準
が

維
持
し
や
す
い
。

ウ
．
一
時
的
な
支
出
増
加
の
回
避

　
　

金
利
が
上
昇
し
て
も
、
収
入

が
増
加
す
る
将
来
を
見
越
し
て

対
応
で
き
る
柔
軟
性
を
保
て
る
。

エ
．
金
融
機
関
と
の
信
頼
関
係
の

維
持

　
　

住
宅
ロ
ー
ン
利
用
者
が
返
済

困
難
に
陥
り
に
く
く
、
返
済
延

滞
の
リ
ス
ク
を
抑
え
る
こ
と
で
、

金
融
機
関
と
の
契
約
継
続
が
容

易
と
な
る
。

【
デ
メ
リ
ッ
ト
】

ア
．
未
払
い
利
息
の
発
生
リ
ス
ク

　
　

１
２
５
％
ル
ー
ル
に
よ
り

月
々
の
返
済
額
が
抑
制
さ
れ
る

こ
と
で
金
利
上
昇
分
を
カ
バ
ー

し
き
れ
な
い
場
合
、「
未
払
い

利
息
」
が
発
生
す
る
。
未
払
い

利
息
は
元
本
に
加
算
さ
れ
る
た

め
、
次
回
以
降
の
返
済
負
担
が

さ
ら
に
増
加
す
る
リ
ス
ク
が
あ

る
。

イ
．
元
本
の
減
少
が
遅
れ
る

　
　

返
済
額
の
多
く
が
利
息
の
支

払
い
に
充
て
ら
れ
る
た
め
、
元

本
の
減
少
が
遅
れ
、
総
返
済
額

増
加
の
可
能
性
が
高
い
。

ウ
．
長
期
的
な
返
済
負
担
の
増
加

　
　

未
払
い
利
息
が
元
本
に
加
算

さ
れ
る
と
、
利
息
計
算
の
対
象

と
な
る
元
本
が
増
え
、
結
果
的

に
返
済
総
額
が
大
幅
に
増
え
る

可
能
性
が
あ
る
。

エ
．
借
入
期
間
内
に
返
済
が
終
わ

ら
な
い
リ
ス
ク

　
　

契
約
時
に
設
定
し
た
返
済
期

間
内
に
元
本
を
返
済
し
き
れ
ず
、

最
後
に
一
括
返
済
や
期
間
延
長

を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

オ
．
将
来
の
負
担
増
加
へ
の
不
安

　
　

今
は
返
済
負
担
が
軽
減
さ
れ

て
も
、
次
回
の
見
直
し
時
や
最

終
的
に
ル
ー
ル
が
解
除
さ
れ
る

タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
大
き
な
負
担

が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
具
体
例
）

●
仮
定
条
件

借
入
金
額
…
３
０
０
０
万
円

当
初
金
利
…
１
・
０
%

残
返
済
期
間
…
30
年

当
初
の
返
済
額
（
元
利
均
等
）
:

約
９
万
６
０
０
０
円
／
月

金
利
が
３
・
０
％
に
上
昇

１
２
５
％
ル
ー
ル
適
用
後
の
返
済

額
…
12
万
円
／
月

本
来
必
要
な
返
済
額
（
１
２
５
％

ル
ー
ル
な
し
）
…
約
12
万
７
０
０

０
円
／
月

差
額
分
（
約
７
０
０
０
円
／
月
）

が
未
払
い
利
息
と
し
て
発
生

　

こ
の
２
つ
の
ル
ー
ル
は
、
変
動

金
利
型
ロ
ー
ン
の
リ
ス
ク
を
一
定

程
度
抑
え
る
激
変
緩
和
措
置
で
あ

る
。
し
か
し
、
金
利
が
長
期
間
上

昇
す
る
局
面
で
は
前
述
の
よ
う
な

返
済
負
担
が
増
加
す
る
、
未
払
い

利
息
が
発
生
す
る
リ
ス
ク
な
ど
が

あ
る
た
め
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

過
去
に
は
５
年
間
ル
ー
ル
、
１
２

５
％
ル
ー
ル
が
発
動
さ
れ
た
事
例

は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
今
後

の
局
面
で
は
金
利
は
急
激
に
は
上

昇
し
な
い
と
予
想
さ
れ
て
い
る
が
、

リ
ス
ク
を
念
頭
に
置
い
て
対
策
を

検
討
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
顧
客
に
も
過
去
に
な

い
と
は
い
え
、
十
二
分
に
説
明
を

心
掛
け
ら
れ
た
い
。

　
　

金
利
上
昇
局
面
を
踏
ま
え
た

説
明
事
例

Ｑ
１ 

金
利
優
遇
の
仕
組
み
と
条

件
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

Ａ
１ 

自
機
関
が
提
示
す
る
基
準

金
利
か
ら
一
定
の
金
利
を
引
き
下

げ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
借
入
時
の
金
利
負
担
を
軽
減

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の

点
を
汲
み
顧
客
に
説
明
さ
れ
た
い
。

⑴　

金
利
優
遇
の
仕
組
み

　

基
準
金
利
：
各
金
融
機
関
が
設

定
す
る
基
本
的
な
金
利
。
短
期
プ

ラ
イ
ム
レ
ー
ト
＋
１
・
０
％
と
さ

れ
て
い
る
。
短
期
プ
ラ
イ
ム
レ
ー

ト
は
２
０
０
９
年
以
降
１
・
４
７

５
％
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た

が
、
２
０
２
４
年
９
月
か
ら
は
約

17
年
ぶ
り
に
１
・
６
２
５
％
に
引

き
上
げ
ら
れ
た
。

　

優
遇
金
利
：
基
準
金
利
か
ら
差

し
引
か
れ
る
金
利
。
こ
れ
が
適
用

２
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さ
れ
た
後
の
金
利
を
実
際
の
優
遇

金
利
と
呼
ぶ
。
優
遇
幅
は
完
済
ま

で
一
定
で
あ
る
。
例
え
ば
、
基
準

金
利
が
２
・
６
２
５
％
で
優
遇
幅

が
２
・
０
％
の
場
合
、
適
用
金
利

は
０
・
６
２
５
％
と
な
る
。
基
準

金
利
と
優
遇
金
利
と
は
タ
イ
ム
ラ

グ
が
あ
り
、
４
月
に
基
準
金
利
を

引
き
上
げ
た
場
合
は
、
新
優
遇
金

利
適
用
は
７
月
～
12
月
に
な
る
。

＊
各
金
融
機
関
は
引
き
下
げ
幅
を
拡
大

す
る
こ
と
で
低
金
利
を
実
現
し
て
お

り
、
同
じ
変
動
金
利
で
も
15
年
前
の

優
遇
幅
に
比
べ
て
現
在
の
優
遇
幅
は

大
き
く
な
っ
て
お
り
以
前
の
変
動
金

利
は
１
％
を
超
え
る
場
合
も
あ
る
。

⑵　

金
利
優
遇
の
条
件

　

金
利
優
遇
を
受
け
る
た
め
に
は
、

金
融
機
関
ご
と
に
設
定
さ
れ
た
条

件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。
一
般

的
な
条
件
は
以
下
の
通
り
。

団
体
信
用
生
命
保
険
（
団
信
）
の

加
入
：
多
く
の
銀
行
で
は
、
団
信

に
加
入
す
る
こ
と
で
金
利
の
優
遇

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
団
信

は
、
借
り
手
が
死
亡
し
た
場
合
や

重
度
の
障
害
を
負
っ
た
場
合
に
、

ロ
ー
ン
の
残
高
が
保
険
金
で
返
済

さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
金
融
機
関
は
リ
ス
ク
が
軽

減
さ
れ
る
た
め
、
低
金
利
を
提
供

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

給
与
振
込
口
座
の
指
定
：
給
与
振

込
口
座
を
住
宅
ロ
ー
ン
契
約
者
名

義
の
口
座
に
指
定
す
る
こ
と
で
も
、

金
利
優
遇
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
の
で
、
自
機
関
の
場
合
を
確

認
さ
れ
た
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
の

利
用
：
ネ
ッ
ト
銀
行
で
の
住
宅
ロ

ー
ン
契
約
で
は
、
支
店
に
足
を
運

ば
ず
に
手
続
き
が
で
き
る
た
め
、

金
利
優
遇
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
が
あ
る
。

住
宅
ロ
ー
ン
の
借
入
額
や
返
済
期

間
の
条
件
：
一
定
額
以
上
の
借
入

れ
や
返
済
期
間
が
長
期
と
な
る
場

合
に
も
、
金
利
優
遇
を
受
け
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
公
共
料

金
の
引
き
落
と
し
口
座
設
定
：
生

活
資
金
と
し
て
利
用
す
る
口
座
を

返
済
口
座
に
す
る
た
め
に
、
公
共

料
金
の
引
き
落
と
し
や
保
険
商
品

や
投
資
信
託
の
加
入
な
ど
で
金
利

優
遇
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
が
あ
る
の
で
、
自
機
関
の
場
合

を
確
認
さ
れ
た
い
。

⑶　

そ
の
他
の
注
意
点

 

・
金
融
機
関
の
優
遇
条
件
を
分

か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
。

 

・
顧
客
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や

借
入
の
条
件
に
合
っ
た
優
遇
を

選
択
す
る
こ
と
。

Ｑ
２ 

最
適
な
借
り
換
え
の
タ
イ

ミ
ン
グ
と
は
？

Ａ
２ 

住
宅
ロ
ー
ン
の
借
り
換
え

は
、
金
利
の
低
下
や
顧
客
の
ラ
イ

フ
プ
ラ
ン
の
変
更
な
ど
に
よ
っ
て

家
計
の
負
担
を
軽
減
す
る
手
段
と

し
て
有
効
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は

借
り
換
え
の
メ
リ
ッ
ト
あ
る
場
合
、

メ
リ
ッ
ト
が
な
い
場
合
、
最
適
な

借
り
換
え
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
説
明

の
ポ
イ
ン
ト
を
述
べ
る
。

借
り
換
え
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
場

合
：
諸
費
用
を
含
め
て
も
総
返
済

額
が
削
減
さ
れ
る
な
ら
借
り
換
え

を
検
討
す
る
。

借
り
換
え
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
場

合
：
諸
費
用
が
高
す
ぎ
る
場
合
や

金
利
差
が
小
さ
い
場
合
、
借
り
換

え
は
見
送
る
。

●
注
意
点

　

金
利
が
固
定
期
間
終
了
後
に
変

動
す
る
場
合
、
そ
の
影
響
も
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。
借
り
換
え
の

返
済
期
間
を
延
ば
す
場
合
は
、
総

返
済
額
が
増
え
る
リ
ス
ク
が
あ
る

の
で
、
説
明
に
注
意
さ
れ
た
い
。

　

借
り
換
え
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ

い
て
、
以
下
紹
介
す
る
。

⑴　

金
利
差
が
１
％
以
上
あ
る

　

現
在
の
ロ
ー
ン
金
利
と
借
り
換

え
後
の
金
利
の
差
が
１
％
以
上
あ

る
場
合
、
借
り
換
え
の
メ
リ
ッ
ト

が
大
き
い
と
さ
れ
る
。
従
来
の
変

動
金
利
か
ら
現
在
の
変
動
金
利
に

借
り
換
え
の
場
合
で
も
１
％
以
上

の
差
が
あ
れ
ば
検
討
す
る
。

⑵　

残
存
期
間
が
10
年
以
上
残
っ

て
い
る
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借
り
換
え
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
を

得
る
た
め
に
は
、
返
済
期
間
が
長

期
間
残
っ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
残
存
期
間
が
短
い
場
合
、
借

り
換
え
費
用
が
メ
リ
ッ
ト
を
上
回

る
可
能
性
が
あ
る
。

⑶　

借
入
残
高
が
１
０
０
０
万
円

以
上

借
り
換
え
費
用
は
固
定
費
用
と
な

る
た
め
、
借
入
残
高
が
少
な
い
と

費
用
対
効
果
が
低
く
な
る
。

⑷　

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
の
見
直
し
が

必
要
な
場
合

　

結
婚
、
出
産
、
子
ど
も
の
進
学

な
ど
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
に
応
じ
て
、

家
計
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
借

り
換
え
を
検
討
す
る
こ
と
が
有
効

で
あ
る
。
ま
た
、
リ
フ
ォ
ー
ム
資

金
な
ど
を
借
り
換
え
時
に
住
宅
ロ

ー
ン
に
ま
と
め
て
し
ま
う
こ
と
で

返
済
金
額
を
抑
え
つ
つ
豊
か
な
生

活
を
享
受
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

⑸　

金
利
上
昇
に
よ
り
変
動
金
利

の
返
済
金
額
が
増
加
す
る
心
配

　

資
産
運
用
な
ど
に
興
味
が
な
く
、

ど
う
し
て
も
金
利
上
昇
の
リ
ス
ク

で
返
済
金
額
上
昇
が
心
配
な
人
は
、

固
定
金
利
型
へ
の
借
り
換
え
も
検

討
す
る
。
そ
の
場
合
は
、
返
済
金

額
が
増
加
す
る
の
で
一
部
繰
り
上

げ
返
済
し
な
が
ら
残
高
を
減
ら
し

て
借
り
換
え
で
き
れ
ば
返
済
金
額

の
上
昇
も
抑
え
ら
れ
る
。

Ｑ
３ 

返
済
が
困
難
と
な
っ
た
場

合
の
対
処
法
は
？

Ａ
３ 

顧
客
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
の

返
済
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
、
早

め
に
適
切
な
対
応
を
取
る
こ
と
だ
。

⑴　

顧
客
か
ら
相
談
を
受
け
た
時

　

顧
客
の
返
済
が
困
難
と
な
っ
た

理
由
や
状
況
を
聞
き
返
済
条
件
の

変
更
に
は
柔
軟
に
対
応
す
る
。

返
済
期
間
の
延
長
：
返
済
期
間
の

延
長
に
よ
り
月
々
の
返
済
額
を
減

ら
す
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
20

年
ロ
ー
ン
を
20
年
か
ら
30
年
に
延

長
す
る
と
、
毎
月
の
返
済
額
が
軽

減
さ
れ
る
。

元
金
据
え
置
き
：
一
定
期
間
、
元

金
の
返
済
を
一
時
的
に
止
め
、
利

息
の
み
の
返
済
に
変
更
す
る
方
法
。

こ
の
間
、
元
金
は
減
ら
な
い
が
、

負
担
を
大
き
く
減
ら
せ
る
。

ボ
ー
ナ
ス
返
済
の
停
止
：
ボ
ー
ナ

ス
返
済
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
を
停

止
し
て
月
々
の
返
済
額
に
分
散
す

る
こ
と
で
負
担
を
軽
減
で
き
る
。

　

ま
た
、
顧
客
と
し
て
は
独
立
行

政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
や
地

方
自
治
体
の
相
談
窓
口
を
利
用
す

る
。
困
窮
す
る
住
宅
ロ
ー
ン
利
用

者
の
支
援
を
行
っ
て
お
り
、
例
え

ば
住
ま
い
再
生
支
援
事
業
な
ど
を

利
用
で
き
る
。
ま
た
、
住
居
確
保

や
住
宅
ロ
ー
ン
の
支
援
策
を
提
供

し
て
い
る
自
治
体
も
あ
る
。
住
宅

ロ
ー
ン
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や
住
宅
ロ

ー
ン
に
強
い
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル

プ
ラ
ン
ナ
ー
も
心
強
い
存
在
だ
。

家
計
の
見
直
し
や
個
人
に
合
わ
せ

た
法
律
に
基
づ
く
返
済
交
渉
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
受
け
ら
れ
る
。

⑵　

家
計
の
見
直
し

　

住
宅
ロ
ー
ン
返
済
困
難
の
原
因

が
家
計
管
理
に
あ
る
場
合
、
徹
底

的
に
見
直
し
も
顧
客
に
勧
め
ら
れ

た
い
。
主
な
見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト

に
は
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

●
毎
月
の
固
定
費
（
通
信
費
、
保

険
料
、
光
熱
費
な
ど
）
を
削
減

●
不
要
な
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン

や
出
費
を
抑
え
る
。

●
収
入
を
増
や
す
方
法
（
副
業
な

ど
）
を
検
討

⑶　

不
動
産
の
売
却
や
住
み
替
え

　

返
済
が
難
し
い
状
況
が
続
く
場

合
、
住
宅
を
任
意
売
却
し
て
ロ
ー

ン
を
完
済
す
る
こ
と
も
選
択
肢
の

一
つ
で
あ
る
。
市
場
価
格
よ
り
も

安
く
売
却
し
て
も
、
金
融
機
関
が

ロ
ー
ン
残
高
の
返
済
に
充
当
す
る

こ
と
を
許
可
す
る
方
法
で
、
信
用

情
報
へ
の
影
響
は
あ
る
が
競
売
よ

り
も
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
。

⑷　

団
体
信
用
生
命
保
険
の
活
用

　

多
く
の
住
宅
ロ
ー
ン
に
は
団
体

信
用
生
命
保
険
（
団
信
）
が
付
帯

し
て
お
り
、
一
定
の
条
件
下
で
保

険
金
が
支
払
わ
れ
、
残
高
が
免
除

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
顧
客

に
確
認
を
促
し
た
い
。
適
用
さ
れ

る
ケ
ー
ス
に
は
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
。
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●
病
気
や
障
害
に
よ
っ
て
働
け
な

く
な
っ
た
場
合

●
傷
害
や
病
気
に
よ
る
死
亡

●
特
定
の
保
険
で
は
が
ん
や
心
疾

患
な
ど
の
重
病
の
場
合
も
適
用

さ
れ
る

ポ
イ
ン
ト
：
加
入
し
て
い
る
保
険

の
条
件
を
確
認
し
、
該
当
す
る
場

合
は
す
ぐ
に
請
求
を
行
う
。
団
体

信
用
生
命
保
険
に
加
入
し
て
い
る

場
合
、
保
険
の
適
用
条
件
を
確
認

し
、
必
要
で
あ
れ
ば
請
求
を
行
う
。

こ
れ
ら
の
対
処
法
を
適
切
に
活
用

す
る
こ
と
で
、
返
済
困
難
な
状
況

を
乗
り
越
え
る
助
け
と
な
る
。

⑸　

自
己
破
産
を
含
む
法
的
手
段

の
活
用

　

顧
客
が
ど
う
し
て
も
返
済
が
不

可
能
な
場
合
、
法
的
な
手
段
に
頼

る
こ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

個
人
再
生
：
裁
判
所
を
通
じ
て
借

金
の
一
部
を
減
額
し
、
残
り
を
分

割
で
返
済
す
る
。
住
宅
ロ
ー
ン
特

則
を
活
用
す
れ
ば
、
住
宅
を
手
放

さ
ず
に
済
む
場
合
も
あ
る
。

自
己
破
産
：
裁
判
所
に
破
産
を
申

し
立
て
、
全
て
の
債
務
を
免
除
し

て
も
ら
う
。
た
だ
し
、
住
宅
を
失

う
可
能
性
が
高
い
。

　

住
宅
ロ
ー
ン
を
し
っ
か
り
と
理

解
す
る
こ
と
は
、
暮
ら
し
の
経
済

を
支
え
る
根
幹
に
も
な
る
。
コ
ロ

ナ
禍
や
世
界
各
地
の
紛
争
や
災
害

が
、
我
々
に
与
え
る
不
安
は
大
き

い
な
か
、
将
来
に
備
え
る
た
め
に

も
住
宅
ロ
ー
ン
の
種
類
や
特
性
、

借
り
換
え
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
特
性

を
知
っ
て
お
く
こ
と
は
重
要
だ
。

正
し
い
情
報
を
入
手
し
、
不
安
な

と
き
は
住
宅
ロ
ー
ン
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
や
住
宅
ロ
ー
ン
に
強
い
フ
ァ
イ

ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
相
談

す
る
こ
と
を
お
薦
め
す
る
。


